
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
処理液が満たされる処理槽と、前記処理槽内の処理液を吸引して前記処理槽に戻す処理液
循環系とを有する表面処理装置において、
　前記処理液循環系が、前記処理液を処理槽の表面領域に噴射する第１の処理液循環系と
、前記処理液を処理槽の底面領域に噴射する第２の処理液循環系とに分割され、互いに独
立して制御され、
前記第１および第２の処理液循環系は、被処理物の表面処理が行われている稼働時か、被
処理物の表面処理が中断されている非稼働時かに応じて、それぞれの循環量が制御され

る
ことを特徴とする表面処理装置。
【請求項２】
前記第１および第２の処理液循環系のそれぞれは、メイン配管と、当該メイン配管から分
岐した複数のサブ配管と、当該サブ配管に設けられた噴射ノズルと、前記メイン配管およ
び前記複数のサブ配管の少なくとも一方に設けられた流量調節弁とを有することを特徴と
する請求項１記載の表面処理装置。
【請求項３】
前記表面処理装置の非稼働時には、前記第２の処理液循環系の循環量を、当該第２の処理
液循環系の稼働時の循環量と同等とすることを特徴とする請求項１ 記載の表面処
理装置。
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【請求項４】
前記表面処理装置の非稼働時には、前記第２の処理液循環系の少なくとも一のサブ配管系
を間欠運転とすることを特徴とする請求項２ 記載の表面処理装置。
【請求項５】
前記表面処理装置の非稼働時には、前記第２の処理液循環系の少なくとも一のサブ配管系
の循環量を間欠的に減少させることを特徴とする請求項２ の何れかに記載の表面処理
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、自動車ボディや自動車部品の塗装ラインに用いられる表面調整処理装置、電着
塗装装置その他の表面処理装置に関し、特に槽内に設けられたライザーの運転を制御する
ことで槽内流のバランス調整と省エネとを両立させた表面処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
自動車ボディの塗装系には、下塗り塗装、中塗り塗装および上塗り塗装からなる３コート
塗装系が広く採用されているが、このうちの下塗り塗装工程では、たとえば脱脂処理、表
面調整、化成処理あるいは電着塗装などの工程において、自動車ボディを処理液または塗
料液中に全没させるディッピング塗装法が広く用いられている。
【０００３】
この種のディッピング塗装法においては、連続的に搬送される自動車ボディを所定の時間
だけ全没させる必要があるため、槽内には大量の処理液や塗料液が収容されている。
【０００４】
なかでも、電着塗料液は、低固形分に希釈されているので、常時あるいは間欠的に撹拌し
ないと顔料沈降が生じ、また槽内収容量が大量であることから、いったん顔料が沈降する
と再分散させるのはきわめて困難である。電着塗料液において顔料の分散が不均一である
と、塗膜の光沢が変動し、これが上塗り塗膜にまで影響を及ぼすことになる。
【０００５】
また、電気泳動作用により塗膜形成を行う電着塗装においては、塗膜形成時、すなわちデ
ィッピング時に被塗面で反応ガスが発生し、この気泡をそのまま放置すると析出中の塗膜
内に残留して塗膜欠陥になる。この意味からも、槽内の電着塗料液に適当な流速を与え、
これにより反応ガスを被塗面から除去する必要がある。
【０００６】
さらに、電着塗装においては、塗膜形成時に反応熱が生じるため、被塗面近傍の塗料温度
が上昇し塗膜抵抗が低下するが、これを放置すると局部的に厚膜になる。電着膜厚が不均
一であると、塗膜表面品質、たとえば鮮映性や塗り肌も不均一となる他、厚膜すぎるとコ
スト的にも問題がある。したがって、被塗面に適温の塗料液を送って冷却する意味からも
、槽内撹拌が必要となる。
【０００７】
一方、塗装工程の前工程である溶接工程では、車体パネルをスポット溶接やアーク溶接な
どにより接合して組み立てるので、スポット溶接時のスパッタ等の金属粉が自動車ボディ
に付着したまま塗装工程に搬入される。電着塗装工程の前処理工程では、このような異物
を洗浄するために多段の洗浄工程が設けられているが、微細な金属粉や室内に付着した異
物を完全に洗い落とすことはできない。
【０００８】
こうした金属粉が電着槽内に持ち込まれると、これが自動車ボディの特に水平部などに再
付着し、電着塗膜内に入りこんで塗膜欠陥を引き起こすことになる。このため、被塗面に
付着しようとする金属粉などの異物を除去し、また濾過器により槽外へ排出する意味から
も、槽内撹拌が利用されている。
【０００９】
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このように、顔料沈降の防止あるいは顔料分散の均一化、気泡や熱の除去および異物の付
着防止などの諸観点から、槽内の電着塗料液をポンプで吸引し、これを槽内に配置された
複数の噴射ノズルから噴射させることにより、電着槽内の撹拌が行われている。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、従来の電着塗装装置や表面調整処理装置（本明細書ではこれらを総称して表面
処理装置という。）では、ラインの稼働中においては塗料液の顔料沈降以外にも、気泡や
熱の除去あるいは異物の付着防止といった諸目的があるため、それに応じた流速・流量で
槽内撹拌を行う必要があるが、休日またはボディの搬入が一時的に中断する休憩時間や直
間においても、稼働中と同じ流速・流量で槽内撹拌を行っていたので、循環系に要するエ
ネルギーが多大となり省エネおよびランニングコストの点で問題があった。
【００１１】
本発明は、このような従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、槽内流のバランス
調整と省エネとを両立させた表面処理装置を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
（１）　上記目的を達成するために、請求項１記載の表面処理装置は、処理液が満たされ
る処理槽と、前記処理槽内の処理液を吸引して前記処理槽に戻す処理液循環系とを有する
表面処理装置において、前記処理液循環系が、前記処理液を処理槽の表面領域に噴射する
第１の処理液循環系と、前記処理液を処理槽の底面領域に噴射する第２の処理液循環系と
に分割され、互いに独立して制御され、前記第１および第２の処理液循環系は、被処理物
の表面処理が行われている稼働時か、被処理物の表面処理が中断されている非稼働時かに
応じて、それぞれの循環量が制御され

ることを特徴とする。
【００１３】
この場合、請求項２記載の表面処理装置のように、前記第１および第２の処理液循環系の
それぞれは、メイン配管と、当該メイン配管から分岐した複数のサブ配管と、当該サブ配
管に設けられた噴射ノズルと、前記メイン配管および前記複数のサブ配管の少なくとも一
方に設けられた流量調節弁とを有することがより好ましい。
【００１５】
フルディップあるいはハーフディップなどのディッピング法を用いた表面処理装置では、
顔料沈降の防止あるいは顔料分散の均一化、気泡や熱の除去および異物の付着防止などの
諸観点から槽内撹拌が必要とされるが、被処理物の処理が一時的に中断する非稼働中にお
いては、主として顔料沈降の防止を目的とした槽内撹拌を行えば足りる。
【００１６】
こうした観点から、請求項１乃至 記載の発明では、処理槽内の処理液を吸引して処理槽
に戻す処理液循環系を、処理液を処理槽の表面領域に噴射する第１の処理液循環系と、処
理液を処理槽の底面領域に噴射する第２の処理液循環系とに分割し、互いに独立して制御
するように構成している。
【００１７】
そして、たとえば稼働中においては槽内に適切な流れが生じるように第１および第２の処
理液循環系の両方を運転することで被処理物の品質を確保する。その一方で、非稼働中に
おいては、主として処理液の顔料沈降が生じないように第２の処理液循環系を運転する。
これにより、非稼働時において第１および第２の処理液循環系で減少させることができた
分の運転エネルギが低減されることになる。
【００１８】
なお、 における「表面処理装置の非稼働時」とは、被処理物の表面処理がある一
定時間以上中断される、たとえば休日、直間、休憩時間などをいい、「表面処理装置の稼
働時」とは、それ以外の、被処理物の表面処理が実質的に連続して行われている時間をい
う。
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【００１９】
（２）　上記発明においては特に限定されないが、稼働時および非稼働時に応じた第１お
よび第２の処理液循環系それぞれの循環量の制御の実施形態としては、以下のものを挙げ
ることができる。
【００２０】
（２－１）まず、 記載の発明では、前記表面処理装置の非稼働時には、前記第１
の処理液循環系を停止または間欠運転とする。すなわち、非稼働時においては、主に顔料
沈降を防止できる槽内撹拌を行えば足りるので、主として表面流を生じさせる第１の処理
液循環系を停止して第２の処理液循環系のみの運転によって槽内撹拌を行う。これにより
、第１の処理液循環系を停止した分の運転エネルギを低減することができる。
【００２１】
ただし、休日などのように非稼働時間が長時間になる場合には、第１の処理液循環系その
ものに滞留した処理液に顔料沈降が生じるおそれもあるため、こうしたときは第１の処理
液循環系を完全に停止せず、所定時間間隔で運転させることが好ましく、これも本発明の
範囲内である。
【００２２】
（２－２） 記載の発明では、前記表面処理装置の非稼働時には、前記第２の処理
液循環系の循環量を、当該第２の処理液循環系の稼働時の循環量と同等とする。
【００２３】
すなわち、特に第１の処理液循環系と第２の処理液循環系とが同一の循環系で構成されて
いる場合には、第１の処理液循環系を停止または間欠運転とすると、この第１の処理液循
環系を循環しなかった量の処理液が第２の処理液循環系に流れ込むことになる。しかしな
がら、既述したように非稼働時においては主に顔料沈降を防止できる循環量で槽内撹拌を
行えば足りるので、第２の処理液循環系の循環量を稼働時と同等の循環量まで絞り、過不
足のない循環量とする。これにより、第１および第２の処理液循環系全体の循環量が減少
することになり、その減少した分の運転エネルギを低減することができる。
【００２４】
（２－３） 記載の発明では、前記表面処理装置の非稼働時には、前記第２の処理
液循環系の少なくとも一のサブ配管系を間欠運転とする。
【００２５】
第２の処理液循環系は、稼働時においても非稼働時においても連続運転とすることで顔料
沈降を防止することが好ましいが、非稼働時における連続運転は、必ずしも全てのサブ配
管系の連続運転のみを意味するものではない。すなわち、第２の処理液循環系が複数のサ
ブ配管系から構成されている場合には、これら複数のサブ配管系を幾つかのグループに分
け、交互に運転することで第２の処理液循環系全体として必要な循環量が確保できれば良
い。特に本発明では、処理槽内に噴射される処理液の流速を維持しながらさらに処理液の
循環量が低減できるので、省エネ効果がより高くなる。
【００２６】
またこれに代えて、 記載の発明のように、前記表面処理装置の非稼働時には、前
記第２の処理液循環系の少なくとも一のサブ配管系の循環量を間欠的に減少させることも
できる。
【００２７】
すなわち、第２の処理液循環系が複数のサブ配管系から構成されている場合には、これら
複数のサブ配管系を幾つかのグループに分け、交互に循環量を減少させることで第２の処
理液循環系全体として必要な循環量を確保しても良い。特に本発明では、 記載の
発明と同様に省エネ効果がより高まることに加え、処理液の循環を停止しないので、噴射
ノズルの詰まりを確実に防止することができる。
【００２８】
（３）　上記発明の表面処理装置は、限定はされないが、電着塗装装置や表面調整処理装
置などに広く適用することができる。
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【００２９】
【発明の効果】
請求項１乃至 記載の発明によれば、槽内循環系を２つの循環系に分割しているので、非
稼働時において、第１および第２の処理液循環系で減少させることができた分の運転エネ
ルギが低減される。したがって、稼働時においては流量バランスに優れる一方で、非稼働
時においては省エネ運転を実現できる表面処理装置を提供することができる。
【００３０】
これに加えて、 記載の発明によれば、処理槽内に噴射される処理液の流速を維持
しながらさらに処理液の循環量が低減できるので、省エネ効果がより高くなる。
【００３１】
また 記載の発明によれば、省エネ効果がより高まることに加え、処理液の循環を
停止しないので、噴射ノズルの詰まりを確実に防止することができる。
【００３２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。

図１は本発明の表面処理装置を電着塗装装置に適用した実施形態を示す断面図である。
【００３３】
まず、図１に示す実施形態の電着塗装装置は、本発明の基本的構成を織り込んだもので、
長い船状の電着槽１を有し、この電着槽１内に電着塗料液Ｌが満たされている。被塗物で
ある自動車ボディおよびその搬送装置の図示は省略するが、自動車ボディは、ハンガに搭
載された状態でオーバーヘッドコンベアにより一定速度で搬入され、電着槽１内へボディ
を全没させるために、このオーバーヘッドコンベアは、電着槽１の入槽側で約２０°～４
０°の下向き傾斜とされ、電着槽有効範囲においてはボディが全没する高さを保ち、出槽
側で約２０°～４０°の上向き傾斜とされている。図１において、図の左側が入槽側であ
り右側が出槽側である。
【００３４】
電着槽有効範囲、つまりボディが全没する範囲の電着槽１の長さは、たとえば３分以上の
全没時間が確保されるように設定されている。ボディが入槽されると、カチオン型電着塗
料では、電着槽１の側壁および底壁に配置された電極板（図示を省略する。）を介して、
電着塗料Ｌに３００Ｖ前後の直流電圧が印加され、これによりアースされたボディとの間
で塗料粒子の電気泳動が生じ、ボディの内外板や袋構造内面に電着塗膜が形成される。
【００３５】
電着槽１の出槽側の外部にはオーバーフロー槽２が設けられており、電着槽１とオーバー
フロー槽２との間の堰を越えた電着塗料液Ｌは当該オーバーフロー槽２へ流入する。この
オーバーフロー槽２には、塗料配管３０１を介して、インバータ制御される吸引ポンプ３
０２が設けられており、図示はしないがこの塗料配管３０１にフィルタや熱交換器が設け
られる。
【００３６】
ポンプ３０２の下流側の塗料配管３０１は、主として槽内の表面領域に電着塗料液Ｌを噴
射する第１の循環系（本発明の第１の処理液循環系に相当する。）３１と、主として槽内
の底面領域に電着塗料液Ｌを噴射する第２の循環系（本発明の第２の処理液循環系に相当
する。）３２とに分割されている。それぞれのメイン配管を、図１に符号３１１，３２１
にて示す。
【００３７】
第１の循環系３１においては、メイン配管３１１の基部に流量調節弁３１２が設けられ、
その下流側が、複数の噴射ノズル３１４が装着された複数のサブ配管３１３に分岐されて
いる。同図に噴射ノズル３１４の噴射方向を矢印で示す。第１の循環系３１のサブ配管３
１３は、電着槽１の両側壁に沿って所定のピッチで設けられ、噴射ノズル３１４からの電
着塗料液Ｌの噴射によって槽内の表面流を出槽側へ向かう方向とする。
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【００３８】
これに対して、第２の循環系３２においては、メイン配管３２１の基部に流量調節弁３２
２が設けられ、その下流側が、複数の噴射ノズル３２４が装着された複数のサブ配管３２
３に分岐されている。同図に噴射ノズル３２４の噴射方向を矢印で示す。第２の循環系３
２のサブ配管３２３は、電着槽１の幅方向にわたって底面に沿って設けられ、噴射ノズル
３２４からの電着塗料液Ｌの噴射によって槽内の底面流を入槽側へ向かう方向とする。
【００３９】
なお、第１の循環系３１および第２の循環系３２のそれぞれに設けられた流量調節弁３１
２，３２２は電動バルブにて構成され、図外のコントローラからの指令信号によってそれ
ぞれの開度が制御される。
【００４０】
次に作用を説明する。
被塗物であるボディを搬送して電着塗装を行う場合（以下、稼働時ともいう。）には、２
つの流量調節弁３１２，３２２の何れをも開き、第１および第２の循環系３１に共通する
ポンプ３０２を駆動する。これにより、オーバーフロー槽２内の電着塗料液Ｌが吸引され
、この電着塗料液Ｌは、フィルタによって濾過され、熱交換器によって適切な温度に調節
されたのち、第１の循環系３１のメイン配管３１１と第２の循環系３２のメイン配管３２
１とに分流されて、それぞれのサブ配管３１３，３２３に設けられた複数の噴射ノズル３
１４，３２４から電着槽１へ噴射される。これらの噴射ノズル３１４，３２４からの塗料
液Ｌの噴射力により、電着槽１の表面領域では入槽側から出槽側へ向かう液流となり、電
着槽１の底面領域では出槽側から入槽側へ向かう液流となり、電着槽１全体としては、同
図において時計回りの大きな循環流が生じる。
【００４１】
このとき、２つの流量調節弁３１２，３２２は、表面流と底面流とのバランスが好適とな
って所望の槽内流が得られるように、それぞれの開度が調節される。また、第１および第
２の循環系３１，３２全体の循環量は、ポンプ３０２をインバータ制御することで調節す
ることができる。
【００４２】
これに対して、休日や長い休憩時間（以下、非稼働時ともいう。）においては、第１の循
環系３１の流量調節弁３１２を閉じ、第２の循環系３２のみの運転に切り替える。ただし
、第１の循環系３１のメイン配管３１１やサブ配管３１３内に電着塗料液Ｌが滞留して顔
料が沈降するおそれがあるため、たとえば３０分に１～２回の頻度で流量調節弁３１２を
開いても良い。また、非稼働時においては、流量調節弁３１２を完全に閉じることに代え
て、少量の電着塗料液Ｌが流れるように開度を絞っても良い。
【００４３】
第１の循環系３１を閉じたりあるいは開度を絞ると、その分の電着塗料液Ｌが第２の循環
系３２に流れ込むことになる。したがって、非稼働時においては、稼働時と同等の流量が
確保できる程度に、ポンプ３０２をインバータ制御して当該ポンプ３０２の吸引量を減少
させる。
【００４４】
このように、非稼働時においては、第１の循環系３１を基本的に停止し、ポンプ３０２の
消費電力を低減するので、その分の省エネ効果が期待できる。また、本実施形態では、第
１の循環系３１と第２の循環系３２とのそれぞれに一つの流量調節弁３１２，３２２を設
ければ足りるので、設備費を大幅に低減することができる。
【００４５】

本発明の表面処理装置は上述した実施形態にのみ限定されることなく種々に改変すること
ができる。図２および図３はそれぞれ本発明の他の実施形態を示す断面図である。
【００４６】
図２の電着塗装装置では、第１の循環系３１と第２の循環系３２とのそれぞれのメイン配
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管３１１，３２１に流量調節弁を設ける代わりに、各メイン配管３１１，３２１のサブ配
管３１３，３２３のそれぞれに流量調節弁３１２，３２２が設けられている。
【００４７】
これらそれぞれの流量調節弁３１２，３２２は、上記実施形態と同様に、図外のコントロ
ーラからの指令信号によってその開度が制御される。
【００４８】
そして、稼働時には、第１の循環系３１の流量調節弁３１２と、第２の循環系３２の流量
調節弁３２２との何れをも開き、ポンプ３０２を駆動する。これにより、オーバーフロー
槽２内の電着塗料液Ｌが吸引され、この電着塗料液Ｌは、フィルタによって濾過され、熱
交換器によって適切な温度に調節されたのち、第１の循環系３１のメイン配管３１１と第
２の循環系３２のメイン配管３２１とに分流されて、それぞれのサブ配管３１３，３２３
に設けられた複数の噴射ノズル３１４，３２４から電着槽１へ噴射される。これらの噴射
ノズル３１４，３２４からの塗料液Ｌの噴射力により、電着槽１の表面領域では入槽側か
ら出槽側へ向かう液流となり、電着槽１の底面領域では出槽側から入槽側へ向かう液流と
なり、電着槽１全体としては、同図において時計回りの大きな循環流が生じる。
【００４９】
このとき、複数の流量調節弁３１２，３２２は、表面流と底面流とのバランスが好適とな
って所望の槽内流が得られるように、それぞれの開度が調節され、また、第１および第２
の循環系３１，３２全体の循環量は、ポンプ３０２をインバータ制御することで調節する
ことができるが、流量調節弁３１２，３２２の開度をそれぞれ調節できるので、槽内流の
緻密な制御を行うことができる。
【００５０】
一方、非稼働時においては、第１の循環系３１の各流量調節弁３１２を閉じ、第２の循環
系３２のみの運転に切り替える。ただし、第１の循環系３１のメイン配管３１１やサブ配
管３１３内に電着塗料液Ｌが滞留して顔料が沈降するおそれがあるため、たとえば３０分
に１～２回の頻度で流量調節弁３１２を開いても良いが、複数の流量調節弁３１２を同時
に開くと、ポンプ３０２の吸引量を増加させる必要が生じるため、順次１本ずつ開いても
良い。さらにまた、非稼働時においては、流量調節弁３１２を完全に閉じることに代えて
、少量の電着塗料液Ｌが流れるように開度を絞っても良い。
【００５１】
第２の循環系３２においては、第１の循環系３１を閉じたりあるいは開度を絞ると、その
分の電着塗料液Ｌが第２の循環系３２に流れ込むことになるので、非稼働時においては、
稼働時と同等の流量が確保できる程度に、ポンプ３０２をインバータ制御して当該ポンプ
３０２の吸引量を減少させる。このとき、本実施形態では、サブ配管３２３毎に流量調節
弁３２２が設けられているので、たとえば１本おきに流量調節弁３２２を閉じ、これを所
定時間間隔で切り替えることで、さらに電着塗料液Ｌの循環量を低減することもできる。
すなわち、ポンプ３０２の吸引量を減少させても、その分だけサブ配管３２３を閉じれば
、流量調節弁３２２が開いているサブ配管３２３の噴射ノズル３２４から噴射される電着
塗料液Ｌの流速は確保でき、これにより槽内の電着塗料液Ｌの顔料沈降を防止することが
できる。
【００５２】
このように、非稼働時においては、第１の循環系３１を基本的に停止し、ポンプ３０２の
消費電力を低減するので、その分の省エネ効果が期待できる。また、本実施形態では、第
１の循環系３１と第２の循環系３２とのそれぞれのサブ配管３１３，３２３のそれぞれに
流量調節弁３１２，３２２を設けているので、槽内流をより緻密に制御することができる
。
【００５３】
なお、第２の循環系３２のサブ配管３２３のそれぞれに流量調節弁３２２を設ける代わり
に、たとえば図３に示すようにサブ配管を２系統以上（本例では２系統）３２３ａ，３２
３ｂに分割し、この２系統３２３ａ，３２３ｂのメイン配管３２１ａ，３２１ｂにそれぞ
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れ流量調節弁３２２ａ，３２２ｂを設けても良い。
【００５４】
また、図示は省略するが、第１の循環系３１も図３に示す第２の循環系３２のように、サ
ブ配管３１３を２系統以上に分割し、この各系統のメイン配管にそれぞれ流量調節弁を設
けても良い。
【００５５】
なお、以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであっ
て、本発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上記の実施形態に開
示された各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨で
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態を示す断面図である。
【図２】本発明の他の実施形態を示す断面図である。
【図３】本発明のさらに他の実施形態を示す断面図である。
【符号の説明】
１…電着槽（処理槽）
２…オーバーフロー槽
３…電着塗料液循環系（処理液循環系）
３１…第１の循環系（第１の処理液循環系）
３１１…メイン配管
３１２…流量調節弁
３１３…サブ配管
３１４…噴射ノズル
３２…第２の循環系（第２の処理液循環系）
３２１…メイン配管
３２２…流量調節弁
３２３…サブ配管
３２４…噴射ノズル
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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